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   九州工業大学動物実験等に関する実施細則 

 （趣旨） 

第１条 この細則は，九州工業大学動物実験等に関する規程（平成１８年九工大規程第４１号。以下「規

程」という。）第３７条の規定に基づき，動物実験等の実施について必要な事項を定めるものとする。 

 （動物実験計画等の申請等） 

第２条 規程第９条第１項に定める実験計画書の提出は，動物実験計画書（別記様式第１号）により行

うものとする。 

２ 規程第９条第２項に定める実験計画の変更にあたっては，動物実験計画変更・追加承認申請書（別

記様式第２号）により行うものとする。 

 （実験の終了又は中止の報告） 

第３条 規程第１１条に定める報告は，動物実験結果報告書（別記様式第３号）により行うものとする。 

 （飼養保管施設及び実験室の設置申請及び廃止の届出） 

第４条 規程第１４条に定める飼養保管施設を設置する場合には，飼養保管施設設置承認申請書（別記

様式第４号）により行うものとする。 

２ 規程第１６条に定める実験室を設置する場合には，実験室設置承認申請書（別記様式第５号）によ

り行うものとする。 

３ 規程第１９条に定める施設等の廃止を行う場合には，施設等廃止届（別記様式第６号）により行う

ものとする。 

   附 則 

 この細則は，平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この細則は，平成２３年４月２６日から施行する。 

   附 則 

 この細則は，平成２３年１２月２１日から施行する。 

   附 則 

 この細則は，平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この細則は，令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この細則は，令和５年２月９日から施行する。 


